
 
 

施設概要 

１ 施設の名称・所在地等 

 (1) 施設の名称・所在地等 

名称（所在地） 定員 構造 
延床面積 

開設 
敷地面積 

東松山市立きらめきクラブまつに 

（東松山市大字東平 555 番地 3） 
80 人 鉄骨造平屋建 

202.59 ㎡ 
平成13年10月 

828 ㎡ 

東松山市立きらめきクラブからこ 

（東松山市大字新郷 8 番地 2） 
70 人 鉄骨造平屋建 

185.5 ㎡ 
平成13年10月 

896 ㎡ 

東松山市立きらめきクラブいちのかわ 

（東松山市大字市ノ川 132 番地 4） 
80 人 木造平屋建 

209.12 ㎡ 
平成 15 年 4 月 

1,154.2 ㎡ 

東松山市立きらめきクラブたかさか 

（東松山市大字高坂 1138 番地） 
130 人 

木造平屋建 

鉄骨造平屋建 

353.87 ㎡ 平成 16 年 4 月 

※令和4年4月 1,162 ㎡ 

東松山市立きらめきクラブしんめい 

（東松山市御茶山町 7 番地 2） 
80 人 木造平屋建 

280.78 ㎡ 
平成 20 年 4 月 

1,307 ㎡ 

東松山市立きらめきクラブのもと 

（東松山市大字下野本 650 番地 2 

 野本小学校内） 

28 人 

鉄筋コンクリー

ト造 3 階建の内 

1 階の一部 

86.15 ㎡ 

平成 30 年 4 月 
17,188 ㎡の一部 

東松山市立きらめきクラブさくらやま 

（東松山市桜山台 5 番地 桜山小学校内） 
25 人 

鉄筋コンクリー

ト造 3 階建の内 

1 階の一部 

63 ㎡ 
平成 30 年 4 月 

27,996 ㎡の一部 

※きらめきクラブたかさかについては、平成 16 年 4 月に開所し、令和 4 年 4 月から、同敷地内に鉄骨造平屋

建の南棟を設置。 

 (2) 施設内容 

   保育室（畳部分有）、事務室、救護室、調理室、トイレ、身障者用トイレ、物入、植栽、園

庭、遊具、倉庫等 

２ 施設の設置目的 

   児童福祉法第 21 条の 10 の規定に基づき、市内に住所を有し、就労等により昼間保護者のいな

い家庭の小学校の児童に対し、必要な保育を行い、児童の健全な育成を図ることを目的とする。 

３ 施設平面図  別紙平面図参照 

４ 保育時間・休所日 

  保育時間：小学校の授業日 小学校の放課後から午後 7 時まで 

       小学校の休業日 午前 7時 30 分から午後 7 時まで（休所日以外） 

  休 所 日： ア 日曜日 

イ  国民の祝日に関する法律に規定する休日 

ウ  1 月 2 日、3 日及び 12 月 29 日から 31 日までの日 

エ  その他市長が定めた日 

（別紙１） 


